
 
 
 
 

マンション売買契約書 
 

売主       （以下「甲」という。）及び 

買主       （以下「乙」という。）は、 

下記の区分所有建物（以下「本物件」という。）について、本日売買契約（以下「本契約」と

いう。）を締結しました。本契約書２通を作成し、甲及び乙は、各自その１通を保有します。 

 

平成    年    月    日 

 

売 主（甲）        

       

      ㊞ 
 

買 主（乙）        

       

      ㊞ 

 

記 

１． 物件の表示 

（１）一棟の建物の表示及び敷地権の目的たる土地の表示 
一棟の建物 敷 地 権 登 記  有・ 無 

所 在 
      

      

所在 

及び 

地番 

      

      
建物の名称       

構 造      造     階建 
地目       地積      ㎡ 

延床面積      ㎡ 

 

（２）専有部分の建物の表示 

建  物 敷 地 権 

家 屋 番 号      番      敷地権の種類 所有権 ・ 借地権 

建物の表示       
敷地権の割合       

種 類 居宅・ （      ） 

床面積      階部分      ㎡ 借地権の場合、

存続期間、区分

所有者の負担等 
      

新 築 平成    年    月    日 

 

附属建物等       
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２．売買代金及び支払方法 

売 買 代 金 
      円 
（内消費税      円） 

支 
払 
方 
法 

本契約締結時の手付金      円 
手付金は、残代金

支払時に売買代金

に充当します。 
平成    年    月    日中間金      円 

平成    年    月    日残代金      円 
 
３．所有権移転、引渡し及び登記申請の時期 

所 有 権 移 転 時 期 平成    年    月    日 

引 渡 し 時 期 平成    年    月    日 

移 転 登 記 申 請 時 期 平成    年    月    日 

 
４．甲から乙に渡す書類等 

      

 
５．特 約 有・ 無 
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契 約 条 項 
 
第１条（目的） 

甲は、標記１の物件を、標記２の売買代金及び支払方法で乙に売り渡し、乙は、これを買

い受けました。 
 

第２条（所有権移転及び引渡し） 
本物件の所有権の移転及び本物件の引渡しの時期は、標記３の通りとします。 

 
第３条（登記） 

１．本物件の売買に伴う所有権移転登記申請手続は、標記３記載の登記申請時期までに、

甲乙協力して行います。 
２．前項の登記手続に要する登録免許税、登記代行手数料等の費用は、乙の負担とし、本

契約書作成に要する収入印紙の費用は、甲乙折半して負担します。 
 
第４条（管理責任） 

本物件の管理責任は、第２条の引渡しと同時に甲から乙に移転し、以後乙は、その責任と

負担において本物件を管理するものとします。 
 
第５条（公租公課等の負担） 

１．本物件に関する公租公課その他負担については引渡しの日をもって区分し、１月１日

を課税等の起算日として引渡し日の前日までの分は甲の負担とし、その日以後の分は乙

の負担として金銭で精算します。 
２．前項の金銭の額は、別紙に明示し、標記２の残代金支払時に精算します。 

 
第６条（瑕疵担保責任） 

本物件に隠れた瑕疵があるときは、甲は、その引渡しの日から     間に限り、民法第５

７０条に定める担保の責任を負います。 
 

第７条（完全な所有権） 
甲は、本物件について所有権の行使を阻害する第三者の権利の付着していない完全な所有

権を乙に移転します。 
 
第８条（契約の承継） 

１．甲は、乙に対して本物件に関する管理、維持等について規約類等に定められた内容に

ついて承継し、乙はこれを承継します。 
２．乙は、本物件の承継人に対し本契約の各条項を徹底遵守させ、かつ、前項の内容を承

継させるものとします。 
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第９条（手付解除） 

１．甲又は乙は、その相手方が本契約の履行着手前においては、甲はすでに受領済の手付

金の倍額を乙に返還し、乙はすでに支払済の手付金を放棄して本契約を解除することが

できます。ただし、甲が乙に返還する手付金には利息をつけないものとします。 
２．前項による解除は、相手方が本契約の履行に着手したとき以後はできないものとしま

す。 
 
第１０条（債務不履行による契約解除・違約金） 

１．甲又は乙は、相手方が本契約に違反した場合は、その相手方に相当の期間を定めて履

行の催告をし、その期間内に履行しないときは、本契約を解除することができるものと

します。 
２．甲が違約した場合、甲は乙に対し、すでに受領した金銭に売買代金の     ％に相当

する違約金を加えて支払うものとします。 
３．乙が違約した場合、乙は甲に対し、売買代金の     ％に相当する違約金を支払うも

のとします。 
４．前項の場合、違約金の額が乙の支払済の金銭を上回るときは、乙は甲にその差額を支

払い、甲への支払済の金銭が乙の違約金を上回るときは、甲は乙にその差額を返還する

ものとします。 
５．甲又は乙は、違約金を超える損害額が発生したときでも違約金を超える金銭について

は、損害賠償請求することができません。 
 
第１１条（ローン特約） 

１．乙は、売買代金の一部として次により融資を受ける場合、本契約締結後速やかに借入

申込手続きを行うものとします。 

融資金額       円 
金融機関        

２．前項に記載された融資が、融資利用の特約の期限（平成    年    月    日）まで

に決定されなかった場合、本契約は当然に解除となります。 
３．前項により本契約が解除の扱いとなった場合、甲は、乙に受領済の金銭を無利息にて、

速やかに返還しなければなりません。 
 
第１２条（契約外事項） 

本契約に定めのない事項については、民法その他の法令、一般の不動産取引の慣行に従い、

甲乙互いに誠意をもって協議決定するものとします。 
 
第１３条（特約） 

甲及び乙は、標記５に記載された内容を特約することで合意しました。 

 マンションの売買契約書 4/5  Ⓒ一般社団法人 千葉県宅地建物取引業協会 東葛支部 2012 



 
 

本契約を媒介した宅地建物取引業者 

免許証番号 千葉県知事 （     ）第      号 

所 在 地       

商号・名称       

代 表 者       ㊞ 

宅地建物取引主任者 
登録番号 （     ）第      号 

氏  名       ㊞ 

免許証番号 千葉県知事 （     ）第      号 

所 在 地       

商号・名称       

代 表 者       ㊞ 

宅地建物取引主任者 
登録番号 （     ）第      号 

氏  名       ㊞ 

      

本書は、宅地建物取引業法第３７条に規定する書面を兼ねています。 

 本物件の媒介契約に基づき、媒介をした宅地建物取引業者にその報酬を支払うことを 
承諾しました。 

氏 名       ㊞ 氏 名       ㊞ 
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